
　第 2 号議案

令和 3 年度　大分県公債管理特別会計予算

　令和 3 年度大分県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 134，150，852千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第 2 条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表　地方債」

　による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 32 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　公 債 管 理 費

千円

134，150，852

1 　繰 入 金 78，522，852

2 　県 債 55，628，000

    　歳 入 合 計 134，150，852

（ 33 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　公 債 管 理 費

千円

134，150，852

1 　公 債 費 134，150，852

   　歳 出 合 計 134，150，852

（ 34 ）



第  2  表

地　　　　　　方　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起　　債　　の　　方　　法 利 　 　 率 償　　還　　の　　方　　法

千円

　証書借入れ又は証券発行（他の

地方公共団体との共同発行を含む）

の方法により、銀行その他から借

り入れる。

 年 5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、30年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

　ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

　なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

借 換 債 55，628，000

（ 35 ）



　第 3 号議案

令和 3 年度　大分県国民健康保険事業特別会計予算

　令和 3 年度大分県国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 119，045，990千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 36 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　国 民 健 康 保 険 事 業 費

千円

119，045，990

1 　分 担 金 及 び 負 担 金 29，696，324

2 　国 庫 支 出 金 34，064，879

3 　繰 入 金 6，688，196

4 　繰 越 金 3，773

5 　諸 収 入 48，592，818

    　歳 入 合 計 119，045，990

（ 37 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　国 民 健 康 保 険 事 業 費

千円

119，045，990

1 　国 民 健 康 保 険 事 業 費 119，045，990

   　歳 出 合 計 119，045，990

（ 38 ）



　第 4 号議案

令和 3 年度　大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

　令和 3 年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 163，977千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 39 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　母子父子寡婦福祉資金

千円

163，977

1 　繰 入 金 6，480

2 　繰 越 金 98，975

3 　諸 収 入 58，522

    　歳 入 合 計 163，977

（ 40 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　母子父子寡婦福祉資金

千円

163，977

1 　母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 163，977

   　歳 出 合 計 163，977

（ 41 ）



　第 5 号議案

令和 3 年度　大分県中小企業設備導入資金特別会計予算

　令和 3 年度大分県中小企業設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 52，203千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 42 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　中小企業設備導入資金

千円

52，203

1 　繰 入 金 21，767

2 　繰 越 金 3，448

3 　諸 収 入 26，988

    　歳 入 合 計 52，203

（ 43 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　中小企業設備導入資金

千円

52，203

1 　中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 52，203

   　歳 出 合 計 52，203

（ 44 ）



　第 6 号議案

令和 3 年度　大分県流通業務団地造成事業特別会計予算

　令和 3 年度大分県流通業務団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1，124，121千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 45 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　流通業務団地造成事業費

千円

1，124，121

1 　財 産 収 入 1，121，160

2 　繰 入 金 2，961

    　歳 入 合 計 1，124，121

（ 46 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　流通業務団地造成事業費

千円

1，124，121

1 　土 地 造 成 費 1，124，121

   　歳 出 合 計 1，124，121

（ 47 ）



　第 7 号議案

令和 3 年度　大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算

　令和 3 年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1，005，596千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 48 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　貸 付 勘 定

千円

1，002，271

1 　繰 入 金 187，500

2 　繰 越 金 221，662

3 　諸 収 入 593，109

  2　業 務 勘 定 3，325

1 　繰 入 金 3，197

（ 49 ）



2 　諸 収 入 128

    　歳 入 合 計 1，005，596

（ 50 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　貸 付 勘 定

千円

1，002，271

1 　林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 250，000

2 　木材産業等高度化推進資金 750，000

3 　林 業 就 業 促 進 資 金 2，271

  2　業 務 勘 定 3，325

1 　林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 3，197

2 　木材産業等高度化推進資金 128

（ 51 ）



   　歳 出 合 計 1，005，596

（ 52 ）



　第 8 号議案

令和 3 年度　大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算

　令和 3 年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 201，891千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 53 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　貸 付 勘 定

千円

200，000

1 　繰 越 金 175，265

2 　諸 収 入 24，735

  2　業 務 勘 定 1，891

1 　繰 入 金 1，891

    　歳 入 合 計 201，891

（ 54 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　貸 付 勘 定

千円

200，000

1 　沿 岸 漁 業 改 善 資 金 200，000

  2　業 務 勘 定 1，891

1 　沿 岸 漁 業 改 善 資 金 1，891

   　歳 出 合 計 201，891

（ 55 ）



　第 9 号議案

令和 3 年度　大分県県営林事業特別会計予算

　令和 3 年度大分県県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 595，274千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第 2 条　地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表　地方債」

　による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 56 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　県 営 林 事 業 費

千円

595，274

1 　使 用 料 及 び 手 数 料 38

2 　財 産 収 入 464，909

3 　繰 入 金 106，663

4 　繰 越 金 1

5 　諸 収 入 3，663

6 　県 債 20，000

（ 57 ）



    　歳 入 合 計 595，274

（ 58 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　県 営 林 事 業 費

千円

595，274

1 　県 営 林 事 業 費 302，157

2 　県 民 有 林 事 業 費 293，117

   　歳 出 合 計 595，274

（ 59 ）



第  2  表

地　　　　　　方　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起　　債　　の　　方　　法 利 　 　 率 償　　還　　の　　方　　法

伐 採 事 業 費

千円

17，000
　証書借入れの方法により日本政

策金融公庫から借り入れる。

 年 5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、40年

度間以内に元利均等の年賦償還の方法により償還す

る。

　ただし、事業ごとの償還条件は、借入先の定める

ところによる。

　なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、又は

繰上償還を行うことができる。

県 営 林 造 成 事 業 費 3，000

合 計 20，000

（ 60 ）



　第10号議案

令和 3 年度　大分県臨海工業地帯建設事業特別会計予算

　令和 3 年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1，601，819千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 61 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　大分臨海工業地帯建設事業費

千円

1，601，819

1 　財 産 収 入 880，000

2 　繰 入 金 721，719

3 　繰 越 金 100

    　歳 入 合 計 1，601，819

（ 62 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　大分臨海工業地帯建設事業費

千円

1，601，819

1 　土 地 造 成 費 1，601，819

   　歳 出 合 計 1，601，819

（ 63 ）



　第11号議案

令和 3 年度　大分県港湾施設整備事業特別会計予算

　令和 3 年度大分県港湾施設整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3，398，589千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表　債務負担行為」による。

　（地方債）

第 3 条　地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表　地方債」

　による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　

（ 64 ）



第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　港 湾 施 設 整 備 事 業 費

千円

3，398，589

1 　使 用 料 及 び 手 数 料 1，543，222

2 　財 産 収 入 3，400

3 　諸 収 入 16，967

4 　県 債 1，835，000

    　歳 入 合 計 3，398，589

（ 65 ）



歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　港 湾 施 設 整 備 事 業 費

千円

3，398，589

1 　港 湾 施 設 整 備 事 業 費 3，398，589

   　歳 出 合 計 3，398，589

（ 66 ）



第 2 表

債 務 負 担 行 為

事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　間 限　　　　　　 度 　　　　　　額

港湾機能施設整備事業
令 和  3  年 度 か ら

令 和  4  年 度 ま で

千円

150，000

（ 67 ）



第  3  表

地　　　　　　方　　　　　　債

起 債 の 目 的 限　度　額 起　　債　　の　　方　　法 利 　 　 率 償　　還　　の　　方　　法

港 湾 施 設 建 設 事 業 費

千円

1，835，000
　証書借入れ又は証券発行の方法

により、財務省財政融資資金、地

方公共団体金融機構、銀行その他

から借り入れる。

 年 5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、30年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

　ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

　なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

（ 68 ）



　第12号議案

令和 3 年度　大分県用品調達特別会計予算

　令和 3 年度大分県用品調達特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1，848，223千円 と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令 和  3  年  2  月 25 日 提 出

大分県知事　  広　　 瀬 　　勝 　　貞　 　　 　　　
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第  1  表

歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　 入

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　用 品 調 達 費

千円

1，848，223

1 　用 品 収 入 1，847，000

2 　繰 越 金 1，223

    　歳 入 合 計 1，848，223
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歳　　　　　　　 出

款 項 金　　　　　　　　　　額

  1　用 品 調 達 費

千円

1，848，223

1 　用 品 調 達 費 1，848，223

   　歳 出 合 計 1，848，223
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